
 
 
 
Ａ．居宅介護サービス基準額の１割り負担 【１ヶ月の料金です（日割り計算が可能）】 
廿日市市は１単位あたりの単価は 10.17 円となり、各項目の単位数の右側に、（ ）にて単価を 
加えた利用者負担額（１割）を記載しております。なお、地域加算は、月ごとの総単位数に対し 
て加算されるため、（ ）内の単価の積算額と実際の請求総額に若干の差異が生じます。 
１．（介護予防）小規模多機能型居宅介護費 

要 支 援 １ ３，４０３単位（３，４６１円） 

要 支 援 ２ ６，８７７単位（６，９９４円） 

要 介 護 １ １０，３２０単位（１０，４９６円） 

要 介 護 ２ １５，１６７単位（１５，４２５円） 

要 介 護 ３ ２２，０６２単位（２２，４３７円） 

要 介 護 ４ ２４，３５０単位（２４，７６４円） 

要 介 護 ５ ２６，８４９単位（２７，３０６円） 

 
２．認知症加算 

認知症加算（Ⅰ） ８００単位（８１４円） 

認知症加算（Ⅱ） ５００単位（５０９円） 

 

認知症加算（Ⅰ）の対象となられるご利用者とは、 
「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と
する認知症の者」（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）。 
認知症加算（Ⅱ）の対象となられるご利用者とは、 
「要介護状態区分が要介護２である利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必
要とする認知症の者」（日常生活自立度のランクⅡに該当する者）。『厚生労働省解釈通知』 
 
認知症高齢者の日常生活自立度 

ランク 判 断 基 準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰
かが注意していれば自立できる。 

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要と
する。 

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介
護を必要とする。 

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

（『介護認定調査員テキスト 2006』） 
 
３．看護職員配置加算（体制に応じ、加算させていただきます） 

看護職員配置加算（Ⅰ） ９００単位（９１６円） 

職務に従事する常勤の看護師を 1 名以上配置している 

看護職員配置加算（Ⅱ） ７００単位（７１２円） 

職務に従事する常勤の准看護師を 1 名以上配置している 

看護職員配置加算（Ⅲ） ４８０単位（４８９円） 

看護職員を常勤換算で 1 名以上配置している 
 
４．初期加算 

初期加算（登録日から 30 日間のみ） ３０単位（３１円） 

 
5．総合マネジメント体制強化加算（体制に応じ、加算させていただきます） 

総合マネジメント体制強化加算    １０００単位（１，０１７円） 

介護計画の随時見直し 且つ 地域との積極的な交流を行っている 



 
6．サービス提供体制強化加算（体制に応じ、加算させていただきます） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ ６４０単位（６５１円） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ ５００単位（５０９円） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 40％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ３５０単位（３５６円） 

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 60％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０単位（３５６円） 

看護・介護職員の総数のうち、勤続 3 年以上の職員が 30％以上 
 
７．訪問体制強化加算（体制に応じ、加算させていただきます） 

訪問体制強化加算 １０００単位（１，０１７円） 

訪問サービスを提供する常勤職員を２名以上配置している 且つ 訪問回数が延べ 200 回以上/月 
 
８．介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算  （Ⅰ） 下記の算定額   円 

総単位数に地域区分による単価（10.17）を乗じた介護サービス所定単位数の 
1000 分の 76 に相当する金額の 1 割が自己負担額となる 
 
Ｂ．短期利用居宅介護費（1 日につき）  
要支援1…419単位（427円）  要支援2…524円単位（533円） 
要介護1…565単位（575円） 要介護2…632単位（643単位）  要介護3…700単位（712円） 
要介護4…767単位（780円）  要介護5…832単位（847円） 
 
Ｃ．共通にかかる費用 

連絡袋代（初回のみ） １袋  ２００円 

食事代（朝食） １食  ３００円 

食事代（昼・夕食） １食 各５００円 

宿 泊 費 １日 １５００円 

 
Ｄ．利用される方の費用 

尿とりパット １枚  ５０円 

紙パンツ １枚 １３０円 

テープ式オムツ １枚 １３０円 

電気使用料 
テレビ・電気毛布等 

持参物一機に付き 
１日 ３０円 

洗濯代 １回 ２００円 

その他、日常生活において通常必要となる費用でご利用者が
負担することが適当と認められる場合は実費となります。 

 
Ｅ．その他の費用 
理美容代・教養娯楽費・医療費 等 
 
 
 
 
 
 
 

 

利用時にお持ちいただく物 
衣服・下着の着替え、タオル２枚、バスタオル１枚、ビニール袋、内服薬等、 
予備の着替え（必要時）、連絡ファイル、連絡袋、（センターで用意） 
歯ブラシ、うがい用コップ、箸・コップ等（センター預かり） 
 

※所持品には、すべてお名前のご記入をお願い致します。 


